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1.はじめに

最近の臨海部再開発は，その需要の変化などから都市機能の導入を図った

機能転換または複合的な性格をもって進められようと している。さらに，臨

海部再開発は，行政にとっては公共投資の対象であるが，近年，公共部門に

おける財源不足から 「民間活力Jの導入が図られ，資本の参入が本格化して

いる。本稿ではζのような最近における臨海部再開発問題を整理し，その特

色を考察しよう とするものである。

2.臨海部再開発の概念

1 ）臨海部の意義
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わが国の臨海部は，面積では全国の約3割にすぎないが 全人口の約5害I]

が居住し．全国の約6害｜｜の工業生産が行なわれている。港湾は臨海部開発の

中核として，物流や産業活動を始め，都市の諸活動を支えており，わが国の

都市の多くは港湾所在都市である。港湾空間は水域である港湾区域．陸域で

ある臨港地区，埋立地を中心とする関連周辺地区を含んだもので，港湾区域

が全国で約6533kift.臨港地区が400klft.埋立地が約533kiftの規模となってい

るIll。

さらに， 5大港湾の臨海部における土地の利用状況をみると．総面積のう

ち，工場用地が45%と最大であり，以下都市機能用地14%，埠頭用地12%.

交通施設用地10%などの順となっている。未利用地は16%とかなり大きな比

重を占めているがI 乙れらの多くは公共用地である（東京湾の未利用地は開

発保留地）。 5大港湾の中では，東京湾の土地利用が多極化しているのが分

る（表l参照）。

表1 港湾空間の土地利用状況

埠頭 工場
都能市用機地
レクリエー 交通施 未利

用地 用地 ション即也 設用地 用地

東京 14.5% 10.9% 17.9% 4.5% 17.8% 34.4% 

横浜 14.3 53.8 13.7 0.4 9.4 8.4 

大阪 18.2 38.4 20.7 1.3 16.0 5.4 

神戸 17.9 44.2 21.6 3.2 12.0 1.1 

北九州 5.4 64.7 7.2 0.5 3.4 18.8 

5十 12.4 45.0 14.4 1. 7 10.4 15.9 

（注）臨港地区およびその周辺の港湾機能と関連の大きい用地
資料：運輸省港湾局「21世紀への港湾」 p.114.

言十 総面積
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100 2,513 
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100 1 585 
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100 12.888 

と乙ろで 臨海部とは．以上の記述でも想定されるようK，空間的な概念、

であり，水際線，ウォーターフロントなどと同義語といえよう。 したがって，

港湾が海陸交通の接点の場であり．海上交通のターミナlレといわれるように
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特定の機能を含意しているのに対し，臨海部は，乙のような特定の機能の有

無を問わない空間，または港湾を含む広義の概念といえよう。その意味で，

とりわけ大都市の臨海部はきわめてポテンシャルの大きい空間であり，それ

だけに臨海部の開発には各方面の関心が高まるわけである。

2 ）都市再開発と臨海部再開発

港湾を含む臨海部はその背後都市と深く係り，あるいは都市の一角を形成

している。したがって都市再発の概念を臨海部再開発との関連で説明する。

一般に都市再開発とは，市街地再開発あるいは都心再開発を総称したもの

であり 最近，活発化している駅前再開発も含まれる。その主な目的は，①

都市の美観，②不良住宅地区の改良，＠都市の機能の同上一ーの3つに大別

され現実には乙れらの目的が相互に関連しながら再開発が進められ，さら

に都市の防備や防災を目的とする乙ともある121。

また，都市再開発の歴史をみると，都市における災害が大きな契機となっ

ており，わが国lζ関しては，関東大震災の復興計画における東京，横浜の都

心部の復興，あるいは第2次大戦後の戦災復興事業などは代表例である。

都市再開発の概念については， 1958年オランダのハーグで聞かれた都市再

開発に関する国際会議で検討されたものを紹介すると， UrbanRenewal 

（都市再開発または都市更新）とは．①Redevelopment（再開発）．①Reha-

bili ta tion （修復） • Conservation （保全）の 3つに構成されている131 0ζ  

のうち①の再開発は改造すべき市街地の既存の建築物を除去して．その跡地

に総合的な市街地を建設する乙とになる。

一方．臨海部再開発は．その中心的機能である港湾が再開発の対象となる。

既存の港湾施設で老朽化．陳腐化しているものは，機能の低下が著しいので，

物流革新や新しい都市的要請lζ対応させるために，再開発によってその機能

の更新あるいは機能転換を図ろうとするものである。つまり，再開発対象地

域が港湾であっても，港湾機能の更新以外iζ，都市機能の導入を図るなど従

来の機能を転換し，多様な目的をもった開発が多くなっているので，港湾再開

発というよりは，臨海部再開発という表現の方が実態を反映した概念といえ



4 臨海部再開発K関する考察

ょう。

注（1）運輸省港湾局「21世紀への港湾J.1985年4月．大蔵省印刷局.p.112. 

(2) 「都市計画j （「都市問題講座」第7巻） • 1969年7月，有斐閣.p.292. 

(3）前掲「都市計画J.pp.294～295. 

3.再開発の目的

港湾再開発の必要性について，運輸白書（昭和60年版）では次のようK述

べている。

昭和30年代後半から急速K整備された港湾施設のなかには，物理的な耐用

限界lζ達しているものや，船舶の大型化．荷役方式の近代化等iζよって現在

のニーズに適応できないものが増加している。また．年月の経過とともに，

港湾活動の中心地区が移動したζとにより．港湾関連の業務機能が低下し，

それに関連する商業，業務活動を含めた地区全体の機能が低下して港湾区間

や．港湾機能と都市機能の混在あるいは工場の休止．移動等iとより活力を失っ

ている空間がある。乙うした状況から港湾機能の更新．充実を行い，関連諸

施設を総合的に整備し高度かつ多様な港湾機能の形成を図る港湾再開発への

要請が近年とみに高まっている Ill。

また，運輸省が全国の重要港湾以上の港湾管理者lζ行なったアンケー トに

よると.75港，129地区が港湾再開発を計画しており．再開発の目的は．港

湾機能の向上51%.港湾と都市の両機能の向上38%.都市機能の向上11%と

なっている。また，同じアンケー卜で，再開発を行う要因は．港湾施設の物

理的老朽化． 野積場が不足，岸壁の水深が浅い，エプロン幅が狭いなどが上

位4位を占めており，全体として．港湾施設の老朽化と機能低下が指摘され

ている（表2参照）。

以上を整理すると，港湾再開発の目的は，港湾の機能更新と機能転換に大

別できる ，~ ， 。もっとも ， 現実の再開発では ， 乙の両者が混在して実旋される乙

とが多く．その意味ではこの両者の区分は便宜なものであるが．港湾再開発
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表2 港湾再開発を行う要因

再開発の理由
港湾
地区数

港湾機能の物思的老mt 46 

野積場が不足 34 

岸壁の水深が浅い 33 

エプロン暢がせまい 25 

週辺地続と環境上問題がある 24 

土地利用の混在 22 

臨港鉄道の利用低下．廃止 16 

その他港湾機能の低下 13 

周辺地場と防災上問題がある 10 

背後地峡への交通が不十分 7 

工場の移転・休廃業 6 

荷役機械が非効率 5 

そ の ｛也 19 

割合
（%） 

35.7 

26.4 

25.6 

19.4 

18.6 

17.1 

12.4 

10.J 

7.8 

7.0 

6.2 

3.9 

14.7 

注 1）港湾管理者（75港） IC対するアンケート

2）割合は地区数ベース（調整対象地区は129)

資料運愉省港湾局『21世紀への港湾Jp.176. 
調査対象Ii重要港湾以上。

の性格付けをするためには有効な方法であ0':J1。

1 ）再開発における機能更新

5 

機能更新を必要とする港湾施設は．老朽化した旧港湾と陳腐化した旧港湾

に区分される。乙のうち前者は，港湾施設が使用年数の経過によって生ずる

物理的な老朽化の乙とである。ちなみに，経済白書（昭和61年版）によると，

社会資本の耐周年数は平均32年と試算されており ，港湾施設が乙れに該当す

るとすれは・.1950年代までに整備された港湾施設は，すでに更新時期κ入っ

ており，その後の高度成長期lζ整備された港湾施設も21世紀iとは順次，更新

が必要となる。

一方，港湾施設の陳腐化とは，輸送革新等によって旧港湾施設が機能的に

対応できなくなっている乙とをいう。すなわち，外貿においては近年のコン

テナ化の進展に伴う複合輸送の展開や，内航におけるコンテナ船，RO/RO

船，フェ リ一等によるユニットロー ド輸送が増大しつつある。さらに，石炭，

穀物．木材，鉱石等の専用船化や船型の大型化が進展している。と乙ろが，
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在来の路頭では，用地の広さや泊地・岸壁の水深lζ制約があり，乙れらの要

請に十分対応する ζとが困難となっている。そ乙で，機能的lζ陳腐化した旧

港湾施設を再開発によって，機能の更新．充実を図り．港湾の物流活動の円

滑を高めようとするものである。

2）再開発における機能転換

再開発における機能転換とは，旧港湾施設を港湾機能と異る機能iζ転換す

るように再開発するものである。港湾機能と異る機能としては，商業・業務

用地，住宅，公園，下水処理場などの都市的機能が想定される。乙のような

機能の転換は，従来，大都市周辺の臨海部が物流機能や生産機能lζ著しく特

化した使用iζ対する一種の反省思想として，臨海部空間の利用を見直そうと

するものといえる。つまり，従来の港湾は，物流のための上屋や倉庫，それ

に臨海工場が林立しており，臨海部への市民の受入れを拒否した閉鎖的な空

間というイメージが強かった。実際に市民が海を見たくとも．工場のような

私企業用地内はもちろん，公共埠頭内であっても，一般市民は港に自由K入

れないという現実がある。

また．港湾から発生する物流交通は，都市内通過交通として騒音，排ガス，

交通渋滞などの交通公害を多々惹起せしめている。したがって，従来の機能

本位の臨海部利用を都市機能の導入などによりその利用の多様化を図るとい

ういわば臨海部利用の価値転換といえよう。換言すれば臨海部空聞に対する

需要は，従来のような物流，生産の単機能的なものから，複合的，総合的な

機能に変化してきている。

注（1）運輸省「運輸白書，昭和60年版J.1985年11月．大蔵省印刷局.p.240. 

(2）前掲「21世紀への港湾」によると「港湾再開発の積極的な推進により ．効率的

な施設の更新を図ったり，他の用途への転換による有効利用を積極的に進める」

(p.44）として，機能の更新と転換を区分している。

(3) 港湾再開発の性格を機能の更新と転換に区分する乙とについて．詳細は文末の

文献1）を参照。
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4.再開発の背景

臨海部の再開発において，旧港湾地区がその対象とされる背景を探ってみ

よう。それには2つ要因が考えられる。1つは臨海部の土地利用が広域化し

て，その立地条件が変化した乙と，他のlつは．都市機能の膨張lζ伴う受皿

としての需要の増大である。

1 ）立地条件の変化

従来の港湾は．海陸交通の接点の場として天然の地形を生かした港湾づく

りによって，背後都市と深く係ってきた。また．乙れらは都心部に近接して

立地していた。

と乙ろが，高度成長期には，港湾の海側前面が活発に埋立てられ，臨港地

区が広域化した。それは，①臨海部lζ対する生産と物流の需要が急増した乙

と，②他方で都市などからの生ずる廃棄物の処理の場と して臨海部が利用

された乙と一一つまり，臨海部lζ対する異る性格の調整の場として，埋立て

が行われた。

前者のうち，生産的機能については，資本の生産力拡大の場として，その

立地条件が優れているうえに．広大な土地を安価で提供された。物流機能と

しては．船舶の大型化に対応した大型港湾，コンテナ化iζ伴う広大なコンテ

ナターミナルを提供した。なお．コ ンテナ化による複合一貫輸送の登場は，

高速道路網の整備とも相まって，内陸輸送網が広域化される乙とともなった。

その意味で．港湾と直背後都市は，コンテナ輸送の通過交通機能と化し， 港

湾と都市は疎遠な関係となっている。

後者の廃棄物処理と埋立については，都市化の進展に伴って増大する廃棄

物処理場を内陸部で確保する ζとが困難となっている今日，臨海部に対する

用地需要増とも相まって，臨海部にその埋立を求めており．今後とも埋立需

要は大きいとされる。

以上のζとから，とくに大都市の港湾は機能的にも空間的にも大きな広が

りをもっζとになる。とりわけ，新鋭の港湾が都心部から離れた埋立地に立
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地すると，旧来の港湾は，都心部に近いという優れた立地条件を具備してい

ながらも，利用効率の悪さから，ますます利用度を低めつつ取り残される乙

とになる。つまり陳腐化した旧港湾空間の利用効率を高めるために再開発を

必要とするわけである。

2）都市からのニーズ

再開発の対象となる旧港湾地区は．都心部iと近接しているか都心部の一角

を形成している場合が多い。乙れは，全国の主要港湾が背後都市の機能と一

体化して形成発展してきたという経緯からも分る。都市港湾とか港湾都市と

いうのもそれを物語っている。

ととろで．都心部は土地利用のニーズが高い半面．土地の供給空間は限ら

れているので，地価の高騰が著しく進む乙とiζなる。それ故，都心部の土地

利用は効率化を求めて． 高層ビノレや地下街の建設が活発に行われる。

ととろが，都市内の再開発対象地区は，既存の商店主などの零細権利者が

多く，再開発を推進し， 新たに進出しようとする商業，金融などの大資本と

は対立関係になる ζとが多い。

加えて，限られた空間の高密度利用は，それだけ．都心部に業務機能が集

中するととになり，それに伴って電気，ガス，水道などの公共部門の消費量

か膨大となる。また，通勤などによる発生交通量も著しく増大が見込まれる。

そのため．都市における社会資本の相対的不足が常態化して，新たな都市問

題を引き起す乙とにもなる。

最近の臨海部再開発計画に都市機能の導入が活発に行われる背景には．以

上のような都市問題の解決策の一端を担う役割が大きいといえる。臨海部空

聞にはそれだけポテンシャノレが大きく，とくに旧港湾が都心部に近いのみな

らず，その海側前面を埋立てる乙とによって．再開発対象の臨海部空間はさ

らに大きな広がりをもっ乙とができる。それによって．臨海部再開発地域に

進出する資本にとっては，既存の権利者との対立問題が都心部に比べて少な

いという特色がある。さらに，地価の安さもあって，都市機能の受皿として

の需要が高まるわけである。
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乙の辺の事情は，回全総でも，都心やその周辺部の地価対策として，東京

など大都市の臨海部の埋立地，国公有地，工場跡地などを総合整備するため

κ臨海部の開発に期待を寄せている。

5.再開発構想の現段階

1 ) 5カ年計画による再開発構想

1986年度よりスタートした第7次港湾整備5カ年計画 (1986年2月閣議決

定）によると， 「空間利用の高度化をめざした港湾の整備Jとして．港湾施

設のストックを良好な状態に維持し，長期にわたって有効に機能させるとと

もに，臨海部の活性化を図る観点から，民間活力の活用を図りつつ，港湾の

利用の高度化を図るための港湾の再開発等を推進する必要性を打ち出してい

る。

再開発の内容は，限られた臨海部空聞を有効K活用するため，①老朽化，

陳腐化した港湾施設のスクラップアンドビルドによる港湾機能の7効率化を図

るとともに．＠都市部i乙近接した内港区等を中心に緑地やマリーナ等を整備

し，都市機能と調和した港湾環境の実現，③は国際会議場，国際見本市，テ

レポート等新たな機能の展開を図るーなどである。前述の区分によると，①

は機能更新．＠は機能更新lζ機能転換を加味．①機能転換，といえる。乙の

ような趣旨で．港湾の再開発を東京港，横浜港，名古屋港．神戸港，錫｜｜路港

等28港で実施するという計画であるけl。

2) 21世紀への港湾

「21世紀への港湾」 （運輸省港湾局編.1985年4月）によると． 「総合的

な港湾空間の創造」として，港湾においては．水際線の前後において，物流，

産業iζ係る多様な機能を導入し，その高度化，高質化を進めるとともにとれ

まで遅れた生活に係る諸機能を積極的lζ整備し，乙れら 3つの空間が調和よ

く組み合わされ，相互に連携するととにより，全体として高度な機能を発揮

できる総合的な港湾空間の創造をめざしていくとしている。今後21世紀まで
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に75港 (130地区）で再開発が見込まれている。乙のうち，都市圏の港湾で

は，既存港湾施設の老朽化．陳腐化，遊休化した地区や旧国鉄貨物線廃止に

伴うヤード地区など，都市の中心地区に隣接した臨海部の活性化を図ろうと

している。また，地方圏では，地域の活性化を進めるために海洋性レクリェー

ション等を核とした臨海部の利用が検討されている ＇2'0 

注（1) 坂井）｜頂行稿「第7次港湾整備5カ年計画の概要」 （『港巡』 1987年2月）を主

iζ参照した。

(2) 『港湾』の特集「ウォーターフロン卜の再生」 (1986年12月）などを参照。

6.再開発の費用負担と受益者

1 ）費用負担と民活

戦後，産業界のニーズIζ応えて公共投資による社会資本の充実が図られて

きたが，港湾についても.1960年代からの高度成長とともにその整備がなさ

れてきた。と乙ろが，乙れら港湾施設は今後.2000年にかけて相次いで更新

期を迎えるが．その更新投資や維持管理費が増大する一方，低成長下でその

財源、が十分調達できなくなっている。

そ乙で運輸省は次のような方針を打ち出している。従来から港湾整備など

に民間の活力を導入してきたが． 今後も総合的な港湾空間づくりのためにそ

の拡大が必要としている。つまり．港湾中枢業務空間への民間投資を誘導す

るための金融，税制上の措置，臨港地区における建物の立地制限の見直し等

が必要であるとし．民間活力を有効に活用するには，規制の緩和を積極的に

展開するとしているtい。ょうするに，公共資本の財源不足を民間資本の導入

で解消しようという ζとであり，そのために各種の規制緩和を図るというも

のである。換言すれば，臨海部再発のような公共事業に民間資本の参入を容

易にしようとするものである。

なお．表3は運輸省関係民活プロジェクト (1986年3月現在）を示したも

のであるが．その大部分は臨海部の再開発である。
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表3 運輸省関係民活プロジェク卜

地 蟻 プ ロジェク卜名 慨 要 特定施＆

.It湖沼 釧路地再開発計画 旧釧路川右；＞WJl¥1,noJf'll≫J~tc より‘水＂＇資源と親水機能を活ill 陣容ターミナル
（釧路） した釧路地山ゾンポルゾーンを庇成する。

'['£ 以 仙台国際問易地計画 仙台港区において11'1際貿U地機能をillliするための地問業務施Q: 港湾;r；掛ピル
(ftll 台） や11'1際会議場事を幣備する． l同際会議地

秋 ill 本港地区再開発計画 坤ufiO)tlil地売を行い．港湾:l:lti却施設のほか、文化． 交流機能等を µJ;r;~務ピル
（秋 III) fi:備する．

T・ ill 限強メ yセ 干括，Ji府側地l市ζ太且』慌凶，~l品、ホテル等と併せて国際会議場を 凶際会議場
（千採） 也.:llする．

東 i江竹芝地区同開発計画 品しょ部向け位存船坤•nのtill摘発を行い、 ポ トターミナルビル 港湾業務ピル
｛車京｝ のほか－~機能ホール． 港湾bl<主筋ピル由佳設を行い、港湾輩初旬E

lillの高度化と観水型1:a山形を凶る。

神奈川 みfぶとみ勺い21計画 横浜港ωドyタや鉄j[Jヤードの廃止lζ併せて埋立を行い、 l量際見 l司際見本市助
｛備浜） 本•h会喝、 l司際会議場事l同際性を柚とした主務、文化、商業等の I~際会5草地

機能を有する地区戦備を行う．

神奈川 k黒ふ踊開発計画 大江（~・uniζ港問ll'HX ピル.IJM＜場を棺備し 、 港湾縄能のほか情報 会!lif'l:l:l務ピル
（愉浜） 研修．文化、交流Jj;f由を充主する．

lt'I 附 目的山地区再開尭計画 抑止自由再開発をirい、旅符ターミナ山、港湾博物館、観水耕地等 旅事ターミナル
wr水） を栴倒L.版いωあるワ寸ーターフロン ト宅！日lを形成する。

量 知 名古li1港ポー トタウン 築地地lズ（2ワl司） I'll出発、（，；城民l可iiえびポ トアイムンド山口fl ilJi!'j業務ピル
（名，1；副） ii'.！ζより公Jl交通施設幣備．港町¥'iPI!・Xi務段能．脱水機能物

制i機能専の税制をはかる。

ilま 自 .kiltilJ観光I在J十回 大il'il!O) jliOIJ売をii· •、．制止船パース．マリ ナ‘fQ水施JJtを栴 『医科ター－ lナル
U:. ill) 備し、｛~包湖のll1iじJJ地としてのゾンポル／ ンを形成する。

.k 阪大阪港北港南港 k阪地OJ¥1!1tlζよる人l品を造成L.コンテナタ ミナル草山物 地問盟締ピル
（），；阪｝ b目i胞設の鴨備に併せ、港湾：！fHn施設、研究臆設、情報通f<t施投を

轄備する。

民 1'11 t＇＇＂＇イランド 神I ＇港~l• ! Cl'I！、r. 1ζよる人 11』を喧成L.コンテナタ－ lナル甲山 港湾主務ピル
｛神戸｝ 物流施設ω軒備iζ併せ．エアーカーゴシティタ ミナル、逃荷主

務施設専を鞍備する．

fr Ml 高浜地区再開発計画 老何化LUl.lll；’慢の修転tζあわぜ．旅客ターミナルを特備する 『保存ターミナル
｛神 13) とともに．ウすーターフロント緑地を型車備する。 港湾聾掛ビル

間 山本f岳地区再開発計両 時銅山1'l附j尭をliい‘旅客ターミナル、港湾官Pl!施設＆び物流施 l司際会議助
・（下野｝ ｜ 設を棺備する． ·~·卑ターミすル

制 山児ii1甚 児1:;7！！仲作において人u；』を造b£L.マリーナ事泊施設、 1商業施 肱事ターミナ，ν
（児向） ＆且ぴ旅符ターミナル唱を続的する。

日； 山下品地区till用計画 lf,t踊の，，，開発を行い、旅干ヰターミナル、1日水機能を｛）するシンオイ 旅符ターミナル
(IL; 1:0) ルゾーンの略的を行う。

,,, ti 下山地点地区内IJH克，Jt画 山脱出jlflJ目先をiJい、 地i!'i:l:lfn機能O))f~ l&ioi＇えl る。 ｜唱際！l本『lilbl
（卜 l則）

昌 川河松E部地区再開発計画 凹凶OJf:I瑚l！としての高松池山川開発をJrい、フェリ ターミヅ !ill際会よ車場
（日松｝ Jレ．港湾Xiln脳投、 l叫際会議場事からなる港湾空1:aを形成する． 港j!'Jl;崎ヒル

愛 媛 ！仲新m地区開発計画 内培地lベOJjlj開発!Cf料、新たに物ilf拠港点となる仲新山地区Iζおい t甚向車樹ヒル
｛八幡浜） て港湾Xiln機能且ぴ• liRtc観しまれる のシンボルゾーンを形成

する。

民 崎内港地区再開尭計副 内F岳地山jlJI回世をIIい、旅存ターミナル．港湾草務縫能寺山形成 1甚if'l盟締ピル
rn輔） を附る．

熊 本 I~際席Xi凶示計画 コンベンション凶怖の拠点形成を関るため． 熊本•Ii ）（はその）；＼J辺 l司際会A糊
（熊本） 地域lζIJI!示施設と併せて．向際会議場をill設場る．

血健児児玉総；• 本地地区再開発計画 健Kl航路ターミナルを1協約するとともiζ港湾軍務機能を形成する． l向際会議地
·~答ターミナル
港湾指摘ヒVレ

~I · 制 ;n仰，n川l出発JI"両 出版υ＇Ji'ilm尭をirい．旅客ター、ナルを整備するとともにウォー 旅再ターミナル
(Jn！ 削） ター 70ン卜制j由専を幣備する。

資料：「港湾」.1986年7月＇ p.33. 



12 臨海部再開発に関する考察

2）受益者と資本

臨海部再開発の受益者は， 2つに大別できる。第1は，再開発による機能

の多様化で，住宅，公園，文化施設，レクリェーション施設など市民生活花

関連した空間が提供される乙とがあげられる。乙れは，従来のような物流や

生産機能に特化した港湾ではほとんど受け入れられなかった施設であり，臨

海部が市民に開放されるという点でも望ましい側面である。

第2は，資本の再生産活動の場が提供される乙とであり．関連して雇用創

出の効果も期祥できる。しかし受益者としての資本には次のような問題を指

摘する乙とができる。臨海部の再開発における民間活力の導入や規制緩和の

実施は，資本の参入を政策的lζ誇導するものである。とりわけ，再開発によ

る機能の転換は，都市的業務機能の導入を図る乙とになり，進出する資本に

とっても臨海部は都心部にない大きなポテンシャJレをもっている。しかも．

再開発事業に参入できるのは．資金力などからほとんど大資本に限定される。

つまり再開発の最大の受益者は大資本といえよう。それは再開発の建設段階

では，土木・建設部門の産業であり，またその資材提供を担う鉄鋼産業など

の他に．地権者である大手企業クソレープの資本であろう。再開発完成後にお

いても，同様の大資本が進出する乙とが予想されよう。例えば，横浜港の

「みなとみらい21」の場合．その地権者が三菱重工業であった乙とから．三

菱資本中心の計画ともいわれている叩。

臨海部再開発のための公共投資は，たとえ民間活力が導入されようとも，

あるいは，再開発の内容が機能更新，機能転換であっても資本への迂回投資

という性格をもっている。しかし，臨海部は公共的な限られた空間であるの

で，再開発の利益が，一部の大資本に集中する乙とのないように，土地利用

等に対して，地方自治体による一定の規制が必要であろう。

注（1）前掲「21世紀への港湾J.p.40, 41. 

(2）千須和富士夫稿「港湾都市の伝統と発展の道筋一一横浜における「みなとみらし、

21Jの手法と展望J（北見・喜多村・山上編『港と経済・社会の変貌J.1986. 

10.時潮社．所収）
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